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月 払戻締切日 送金日

4月
  4日 12日
20日 28日

5月
  1日 12日
19日 29日

6月
  2日 12日
20日 28日

7月
  4日 12日
20日 28日

■ 年間スケジュール
3月・9月 積立額変更・復活
7月・12月 臨時積立

「貯金払戻請求書」は共済事務担当課をとおして提出してください。
当月分の積立金は、翌月以降にならないと払戻しはできませんのでご
注意ください。

払戻をする場合、「貯金払戻請求書」を当組合福利厚生課へ直接提出し
てください。
臨時積立を希望する場合は退職された所属所の共済事務担当課まで早
めに申し出てください。
お振込みは所属所から一括となります。

払戻締切日の7日前（休日、祝日を除く）までに「共済組合員申告書」に
より手続きしてください。

左表の払戻締切日は、貯金払戻請求書の当組合への必着日です。
詳しくは、共済事務担当課にお問い合わせください。

年利1.44％（月利0.12％）となります。（令和5年4月現在）

組合の現況（令和5年2月末現在）
組合員数　　 男 19,383人
 　　女 16,147人
 　　計 35,530人
任意継続組合員数 363人
被扶養者数 23,817人

払 戻 し を す る 場 合

振込先口座を変更する場合

払 戻 締 切 日 に つ い て

利 率 に つ い て

任 意 継 続 組 合 員 の 方 へ

共 済 貯 金 払 戻 等 の ご 案 内
ご注意

届出の必要なマル福

　組合員や被扶養者の方の医療費の自己負担額が一定額を超えたときに、附加給付（一部負担金払戻金、
家族療養費附加金等）を支給しています。しかし、この附加給付はお住いの市町村が実施する医療福祉費
支給制度（通称「マル福」といいます。）に該当していると、給付が重複してしまいます。その場合は、
附加給付等を返還していただくことになりますのでご注意ください。
　適正な給付を図るため、マル福に該当し、「医療福祉費受給者証」が交付されたときは、共済事務担当
課をとおして、マル福証の写しを添付のうえ「共済組合員申告書」等を提出してください。

退
任
の
ご
あい
さつ

新
任
の
ご
あい
さつ

※小児マル福はお住いの市町村の条例で定められた年齢まで該当扱いとなるため報告は不要です。
　（所得制限により非該当、または非該当から該当になったときは届出が必要になります。）

⃝妊産婦  ⃝母子、父子家庭  ⃝重度心身障がい者

医療福祉費支給制度（マル福）に
該当していませんか？

共済組合ホームページ
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